
                    群馬県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 農業事務所長（以下「所長」という。）は、群馬県農業等の振興に資すため、鳥獣被害防止総合

対策交付金交付等要綱（令和 4年 3月 31 日付け３農振第 2333 号農林水産事務次官依命通知。以

下「要綱」という。）に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施

主体（鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成 20 年 3 月 31 日付け 19 生産第 9424 号農林水

産省生産局長通知。以下「実施要領」という。）別記１の第１の３、同別記４の第１の３、同別記

５の第１の３、同別記６の第１の３及び同別記９の第１の１の(３)に規定する事業実施主体をい

う。以下同じ。）に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、群馬県補助金等に関する規

則（昭和 31 年群馬県規則第 68号。以下「規則」という。）の定めによるほか、この要綱の定める

ところによる。 

 

（対象及び交付率等） 

第２ この要綱による交付の対象となる事業及び経費並びに交付率等は別表に掲げるとおりと  

する。 

   また、別表の区分の欄に掲げる１及び２の相互間における流用をしてはならない。 

 

（交付申請） 

第３ 規則第４条の規定に基づく申請書の様式は、別記様式第１号のとおりとする。 

 ２ 申請書の提出期日は、所長が定める日までとする。 

 ３ 事業実施主体は、前項の申請書の提出に当たって、当該交付金に係る消費税仕入控除税額（交

付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭

和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて

得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請

しなければならない。 

   ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限

りでない。 

 

（交付条件） 

第４  所長が交付の決定をするときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。 

 (1) 補助事業の遂行において群馬県鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領第３の２の各号に掲げ

る者（以下「暴力団等」という。）から不当な要求行為を受けたときは、事業実施主体は所長に報

告し、警察に通報すること。 

 (2) 事業実施主体（地方公共団体以外の者。この項において以下同じ。）は、補助事業を遂行するた

め、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助

事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随

意契約によることができる。 

 (3) 事業実施主体は、(2)により契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札又は見積り合わ

せ（以下「入札等」という。）に参加しようとする者に対し、書面により農林水産省及び県の機関

から指名停止等を受けていない旨の申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、

入札等に参加させてはならない。 

 (4) その他、所長が必要と認める条件 



 

（着手） 

第５ 事業の着手は、規則第５条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が交付

の決定前に着手する場合にあっては、実施要領別記１の第４の４、同別記４の第４の４、同別記

５の第４の４、別記６の第５の４及び同別記９の第４の１の(４)の規定に基づき、鳥獣被害防止

総合対策交付金交付決定前着手届を所長に提出しなければならない。 

 

（変更承認申請） 

第６ 事業実施主体は、経費の配分又は事業内容の変更について、規則第９条第１項第１号の規定に

より、所長の承認を受けようとする場合には、別記様式第２号の事業変更承認申請書を所長に提

出しなければならない。 

 

（軽微な変更） 

第７ 規則第９条第１項第１号に規定する知事があらかじめ認める軽微な変更は、別表の重要な変更

の欄に掲げる変更以外の変更とする。 

 

（指示申請） 

第８ 事業実施主体は、規則第９条第２項の規定により、所長の指示を求める場合には、事業が予定

の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した

書類を所長に提出しなければならない。 

 

（遂行状況報告） 

第９ 規則第１０条に規定する報告は、交付金等の交付の決定に係る年度の１２月３１日現在におい

て、別記様式第３号により事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の１月１５日までに所長に提

出するものとする。 

 ２ 所長は、１の報告を受けた場合は、１月２０日までにその写しを知事に提出するものとする。 

 

（概算払請求） 

第 10 事業実施主体は、規則第７条第２項の規定により、概算払により交付金等を受けようとする場

合は、別記様式第４号の概算払請求書を所長に提出するものとする。 

 

（実績報告） 

第 11 規則第 11 条の規定に基づく実績報告書の様式は、別記様式第５号のとおりとし、原則として

事業完了後１ヶ月又は事業実施年度の翌年度の４月３０日のいずれか早い日までに所長に提出

するものとする。ただし、所長が別に指定したときは、指定された日までとする。 

 ２ 所長は、１の報告を受けた場合は、その写しを知事に提出するものとする。 

 ３ 第３第３項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、実績報告書の提出に当た

って、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを交付金額から減額し

て報告しなければならない。 

 ４ 第３第３項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、実績報告書を提出した後

において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金等に係る消費税仕入控除税額が確定し

た場合には、その金額（前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回

る部分の金額）を別記様式第６号により速やかに所長に報告するとともに、所長の返還命令を受

けてこれを返還しなければならない。 



 

（事業実施主体の義務） 

第12 事業実施主体は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）、農林畜水産

業関係補助金等交付規則（昭和 31年農林省令第 18 号）及び要綱に従わなければならない。 

 ２ 規則第８条の規定による補助事業者等の義務のほか、事業実施主体は、当該事業において取得

し、又は効用の増加した財産について、当該財産について知事が定める期間を経過した場合を除

き、事前に所長の承認を受けないで交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に

供してはならない。  

   ただし、当該事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を

国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、かつ、その内容（金融機関名、制度融

資名、融資を受けようとする金額、償還年数、その他必要な事項）が交付金交付申請書に記載し

てある場合は、次の条件により交付の決定をもって所長の承認を受けたものとする。 

  (1) 担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた

金額を納付すること 

  (2) 本来の補助目的の執行に影響を及ぼさないこと 

   なお、所長の承認に際し、承認に係る取得財産等の残存価格相当額又は処分により得られた収

入の全部又は一部を県に納入させることがある。 

 ３ 事業実施主体は、補助事業等に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を補助事業が完了した年度の

翌年度から起算して５年間整備保管しておかなければならない。  

   ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で当該財産の耐用年数に基づく処分制限

期間を経過しない場合においては、別記様式第７号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管し

なければならない。 

  ４ 事業実施主体は、交付事業（本交付金の交付の対象となる事業をいう。）の実施に当たっては、

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17年法律第 18 号）にのっとり、経済性に配慮し

つつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事

の品質確保に努めなければならない。 

  ５ 事業実施主体（地方公共団体に限る。）は、要綱第 27に基づき交付金調書を作成しておかなけ

ればならない。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年５月１８日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年２月２５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 



   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

      附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

      附 則 

 １ この要綱は、令和３年３月３０日から適用する。 

 ２ 改正前の本要綱に基づき交付金の交付決定を受けている事業実施計画については、なお、従前

の例によるものとする。 

      附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

      附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

２ 改正前の本要綱に基づき交付金の交付決定を受けている事業については、なお従前の例による。 

      附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

２ 改正前の本要綱に基づき交付金の交付決定を受けている事業については、なお従前の例による。 

      附 則 

１ この要綱は、令和５年１１月２９日から適用する。 

２ 改正前の本要綱に基づき交付金の交付決定を受けている事業については、なお従前の例による。 

      附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

２ 改正前の本要綱に基づき交付金の交付決定を受けている事業については、なお従前の例による。 

      附 則 

１ この要綱は、令和６年１２月１７日から適用する。 

２ 改正前の本要綱に基づき交付金の交付決定を受けている事業については、なお従前の例による。 

      附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 

２ 改正前の本要綱に基づき交付金の交付決定を受けている事業については、なお従前の例による。 

 

 



別 表 

区  分 経   費 交 付 率 
重 要 な 変 更 

経費の配分の変更 事業の内容の変更 

１ 農山漁村

活性化対策

整備交付金 

（鳥獣被害 

防止総合対

策整備交付

金） 

１ 事業費 

 要綱に基づいて行う事業に

要する経費 

 

(1)鳥獣被害防止総合支援事業 

 ①鳥獣被害防止施設 

  ア 新規整備 

  イ 再編整備 

  ウ 既設柵の地際補強 

 ②処理加工施設  

 ③捕獲技術高度化施設 

 

(2)鳥獣被害防止対策促進支援

事業 

  ①鳥獣被害防止施設 

  ア 新規整備 

  イ 再編整備 

  ウ 既設柵の地際補強 

 

 

 

 

定額、 

5.5/10、1/2

以内 

 

 

 

 

 

定額、 

5.5/10、1/2

以内 

１ 事業費の 30％を

超える増減 

 

２ 交付金額の増減 

 

 

１ 事業の新設、中

止又は廃止 

 

２ 事業実施主体

の変更 

 

３ 経費の欄に掲

げる１の(1)の②

及び③に係る施

設の設置場所の

変更 

２ 農山漁村 

活性化対策 

推進交付金 

（鳥獣被害 

防止総合対

策推進交付

金） 

１ 事業費 

 要綱に基づいて行う事業に

要する経費 

 

(1)鳥獣被害防止総合支援事業 

①被害防止活動推進 

  ②実施隊特定活動 

 ③ＩＣＴ等新技術実証 

 ④農業者団体等民間団体被

害防止活動 

  ⑤ジビエ等の利用拡大に向

けた地域の取組 

 ⑥鳥獣被害対策実施隊体制

強化 

 ⑦捕獲サポート体制の構築 

 ⑧処理加工施設の人材育成 

 ⑨ＩＣＴの活用による情報

管理の効率化 

 ⑩放射性物質影響地域のジ

ビエ利活用推進 

 ⑪簡易的な集合埋設設備の

設置等支援 

 

(2)鳥獣被害防止緊急捕獲活動  

支援事業 

 ①有害捕獲 

 

(3)シカ・クマ特別対策等事業 

 ①シカ等緊急捕獲対策 

 ②シカ特別対策 

 ③クマ特別対策 

 

 

 

 

定額、1/2 以

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

定額 

 

 

 

１ 事業ごとの事業

費の 30％を超える

増減 

 

２ 交付金額の増減 

 

３ 経費の欄に掲げ

る１の(1)、(2)、

(3)及び(4)の経費

の相互間における

それぞれの経費の

増減 

 

４ 経費の欄に掲げ

る(3)の①、②及び

③の経費の相互間

におけるそれぞれ

の経費の増減 

１ 事業の新設、中 

止又は廃止 

 

２ 事業実施主体

の変更 



 

(4)スマート捕獲等普及加速化

事業 

①ＩＣＴ機器及びデータを

活用した被害防止対策の

実施 

②ＩＣＴ機器及びデータを

活用した被害防止対策の

普及活動 

 

定額 

（注）鳥獣被害防止総合対策整備交付金は、要綱別表の区分・事業種類の欄の１に、鳥獣被害防止総合対策推進

交付金は、同別表の区分・事業種類の欄の２の(1)、(4)、(5)及び(6)に、それぞれ対応する。 



別記様式第１号（第３関係） 

 

    年度群馬県鳥獣被害防止総合対策交付金交付申請書 

 

文 書 番 号  

年  月  日  

 

 ○○農業事務所長 様 

 

所在地                  

協議会名                 

                                                       （団体名） 

代表者 役職 氏  名          

 

                                      市町村の場合 

                                                       市町村長   氏  名    

                                                       （協議会名） 

 

                                                                                          

     年度において、下記のとおり事業を実施したいので、群馬県補助金等に関する規則及び群馬県

鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱第３の規定により、下記のとおり交付を申請する。 

  なお、事業の内容等は、  ○年○月○日付けで計画承認通知があった事業計画のとおりである。 

 

記 

 

      交付金交付申請額 

    鳥獣被害防止総合対策整備交付金         円 

    鳥獣被害防止総合対策推進交付金         円 

 

 

 

 （注）１ 添付書類として、群馬県鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領第３の１により知事の計画承

認を受けた事業実施計画書を添付すること。 

      なお、事業実施計画書の内容に変更がある場合は、計画承認を受けた計画書の変更箇所をわ

     かるように訂正したうえで提出すること。 

        ２ 前記１により、計画承認の事業内容から変更して交付申請書を提出する場合は、本文中の 

     「下記のとおり申請する。」を「関係書類を添えて申請する。」とし、「なお、事業の内容等

     は、 ○年○月○日付けで計画承認通知があった事業計画のとおりである。」を削除して提出

     すること。 

    ３ 協議会に参画している組織・団体が実施する場合は、参画している協議会名も記載すること。 



別記様式第２号（第６関係） 

 

    年度群馬県鳥獣被害防止総合対策交付金変更承認申請書 

 

文 書 番 号  

年  月  日  

 

 ○○農業事務所長 様 

 

所在地                  

協議会名                 

                                                       （団体名） 

代表者 役職 氏  名          

 

                                      市町村の場合 

                                                       市町村長   氏  名    

                                                       （協議会名） 

 

 

     年  月  日付け群馬県指令  第   号で交付金の交付決定通知のあった事業について、

下記のとおり変更したいので、群馬県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱第６の規定により申請する。 

 

記 

 

 １ 事業内容 

 

 ２ 変更内容及び理由 

 

 ３ 変更後の事業計画 

 

 

 

（注） 別記様式第１号による交付金交付申請書に添付した事業実施計画を変更して提出するものとする。 

        この場合において、交付金の交付決定により通知された事業の内容及び経費の配分と変更後の事 

   業の内容及び経費の配分とを容易に比較対照できるように変更部分を二段書きとし、変更前を括弧 

   書きで上段に記載すること。 

ただし、当該変更の対象外となる事項については省略する。 

また、添付書類については、交付金交付申請書に添付したものに変更がある場合についてのみ添

付すること。 



別記様式第３号（第９関係） 

 

    年度群馬県鳥獣被害防止総合対策交付金遂行状況報告書 

 

文 書 番 号  

年  月  日  

 

 ○○農業事務所長 様 

 

所在地                  

協議会名                 

                                                       （団体名） 

代表者 役職 氏  名          

 

                                      市町村の場合 

                                                       市町村長   氏  名    

                                                       （協議会名） 

 

 

     年  月  日付け群馬県指令  第   号で交付金の交付決定通知のあった事業について、

群馬県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱第９の規定により、その遂行状況を下記のとおり報告する。 

 

記 

区  分 総事業費 

事 業 の 遂 行 状 況 

備  考 

 １２月３１日までに 

  完了したもの 

 １月１日以降に 

  完了するもの 

事 業 費 出来高比率 事 業 費 
事業完了 

予 定 日 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）「区分」の欄には、鳥獣被害防止総合対策整備交付金、鳥獣被害防止総合対策推進交付金の区分を

     記載すること。 



別記様式第４号（第 10 関係） 

 

    年度群馬県鳥獣被害防止総合対策交付金概算払請求書 

 

文 書 番 号  

年  月  日  

 

 ○○農業事務所長 様 

 

所在地                  

協議会名                 

                                                       （団体名） 

代表者 役職 氏  名          

 

                                      市町村の場合 

                                                       市町村長   氏  名    

                                                       （協議会名） 

 

 

     年  月  日付け群馬県指令  第   号で交付金の交付決定通知のあった事業について、

群馬県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱第１０の規定により、下記により、金    円を概算払に

よって交付されたく請求する。                            

記 

区分 
対 象 

事業費 

交付金 

交 付 

決定額 

既 受 領 額 今回請求額 残      額 

事業完 

了予定 

年月日 

備考 
金額 

○月○

日迄 

出来高 

金額 

○月○

日迄 

予 定 

出来高 

金額 

３月 31 日 

迄 予 定 

出 来 高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）１ 「区分」の欄には、鳥獣被害防止総合対策整備交付金、鳥獣被害防止総合対策推進交付金の区

     分を記載すること。 

       ２ 交付決定が変更された場合には、備考欄にそのすべてを記入すること。 

 

 ・概算払を必要とする理由 



別記様式第５号（第 11 関係） 

 

    年度鳥獣被害防止総合対策交付金実績報告書 

 

文 書 番 号  

年  月  日  

 

 ○○農業事務所長 様 

 

所在地                  

協議会名                 

                                                       （団体名） 

代表者 役職 氏  名          

 

                                      市町村の場合 

                                                       市町村長   氏  名    

                                                       （協議会名） 

 

 

     年  月  日付け群馬県指令  第   号で交付金の交付決定通知のあった事業について、

下記のとおり実施したので、群馬県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱第１１第１項の規定により、そ

の実績を報告する。 

  また、併せて精算額として、鳥獣被害防止総合対策整備交付金○○○○円 

              鳥獣被害防止総合対策推進交付金○○○○○円の交付を請求する。 

 

記 

 

 

 

 （注）１ 記の記載様式は、別記様式第１号に準ずるものとする。 

      なお、軽微な変更があった場合においては、容易に比較対照できるように、変更部分を二段

     書きとし、変更前を括弧書きで上段に記載すること。 

        ２  添付書類については、交付金交付申請書又は変更承認申請書に添付したものに変更があった

     場合についてのみ添付すること。 



別記様式第６号（第 11 関係） 

 

    年度消費税仕入控除税額報告書 

 

文 書 番 号  

年  月  日  

 

 ○○農業事務所長 様 

 

所在地                  

協議会名                 

                                                       （団体名） 

代表者 役職 氏  名          

 

                                      市町村の場合 

                                                       市町村長   氏  名    

                                                       （協議会名） 

 

 

     年  月  日付け群馬県指令  第   号で交付金の交付決定通知のあった事業について、

群馬県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱第１１第４項の規定により、報告します。 

 

            記 

 

 １ 群馬県補助金等に関する規則第７条の交付金の額の確定額 

   （   年 月 日付け群馬県指令 第 号による額の確定通知額） 

 

 ２ 交付金の確定時に減額した消費税仕入控除税額 

 

 ３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 

 

 ４ 交付金返還相当額（３－２） 

 

 

 

金          円 

 

 

金          円 

 

金          円 

 

金         円 

 

 

  （注）市町村別、補助事業者別の内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。 



別記様式第７号（第12関係） 

 

                             財  産  管  理  台  帳 

 

     事業実施主体名                               

 

地 区 名      地区 事業実施年度     年度 農林水産省所管交付金名   
 

政策 
目的 

事 業 の 内 容 工 期  経 費 の 配 分 処分制限期間 処分の状況 摘 要 

事業区分 事業主体 工種構造施設区分 施工箇所又 
は設置場所 

事業量 着工 
年月日 

竣工年月日 総事業費 負 担 区 分 耐用 
年数 

処分制限 
年月日 

承認 
年月日 

処分の 
内容 交付金 県費 市町村費 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      円 

 

 

 

 

 

 

 

     円 

 

 

 

 

 

 

 

    円 

 

 

 

 

 

 

 

    円 

 

 

 

 

 

 

 

    円

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計                 
 

 


